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^

^
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s
w
i
a
g
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.
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T
o
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D
e
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i
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i
b
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平
等
撸
保
は
我
國
に
於
け
る
根
抵
當
と
本
質
上
同
じ
も
の
で
あ
る
.が
、
其
內
容
に
於
て
平
等
擔
保
は
根
抵
當
に
比
し
一
曆
包
括
的
で 

あ
る
。

.蓋
し
、
抵
當
權
設
定
に
關
す
る
我
國
の
法
制
上
の
必
要
に
依
つ
て
其
內
容
を
狹
く
せ
ら
る
X

の
で
あ
る
。

社
偾
の
平
等
擔
保
は
:0
:

ハ
牴
當
證
書
又
，は
信
託
證
«.

に
隨
つ
，て
爾
後
發
行
す
る
事
の
あ
る
べ
き
社
債
を
認
め
て
居
る
も
の
を
謂
ふ
の
で 

あ
る
か
ら
、
：
一
般
に
平
等
擔
保
と
丟
ふ
場
合
必
ず
し
も
該
檐
保
附
社
债
の
發
行
總
額
ば
眼
定
せ
ら
る
、
も
の
と
は
琴
ひ
得
な
い
。
平
等 

擔
保
に
於
け
る
そ
の
.發
行
總
額
の
限
究
は
お
の
證
書
に
記
載
せ
ら
れ
ざ
れ
ば
、
發
行
總
額
の
制
限
な
き
も
の
と
見
ら
れ
、
而
も
其
抵
當 

權
は
有
效
に
設
究
せ
ら
る
：X
O

C

1

0

我
國
に
於
て
极
抵
當
は
一
般
に
有
效
に
成
立
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
て
居
る
。C2:>r

將
來
愦
權
ノ
爲
メ 

ニ
檐
保
物
*

(

質
權
又
ハ
抵 

當
權)

ヲ
設
定
ス
ル
コ
ト
一
一
付
テ
ハ
別
段
ノ
禁
也
規
定
ナ
シ
却
テ
之
ヲ
許
ス
潙
メ
\ー
ー
法
律
ハ
.靡
々
特
別
ノ
規
定
ヲ
：設
ク
ル
コ
ト
ア
リ 

(

民
法
第1

ー
十
九
條
、
第
耳
ニ
十
九
條
、
笫
西
九
十
九
條
、
第
四
百
六
十
一
條
、
第
九
百
三
十
三
條
、
.商
法
第
西
六
十
三
倏
ノ
三
、
第
百 

七
十
八
滌
第
二
項
、
第
二
西
八
十
一
條
、
擔
保
附
社
偾
信
託
法
第
七
士
一
條
、
取
'0
1

所
法
第
十
四
倏
其
他)

是
レ
將
來
愦
權
ヲ
擔
保
ス 

ル
コ
ト
ノ
可
能
性
ヲ
確
認
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
ーK

ハ
サ
ル
可
力
ラ
ス
し

3

.
而
る
に
我
法
制
土
抵
當
檄
設
觉
の
手
續
i
し
て
登
記
す
る
を
要 

す
る
o
r質
權
又
ハ
抵
當
樅
ヲ
豫
メ
設
定
シ
之
一
一
因
リ
テ
擔
保
セ
ラ
ル
、
瘡
馓
ノ
掖
高
額
ヲ
登
記
シ
遛
ク
ト
キ
.ハ
第
三
者

一一害
ヲ
加
フ

ル

一
 

コ
ト
ナ
ク
シ
テ
將
來
愦
權
櫞
保
ノ

 

2
1的
ヲ
連
シ

#

ル
：ハ
明
ラ
ヵ
ナ
リ

_
/
:4〕

/

「

•相
f

n

f

K几
の
登
記
手
續
は
原
則
と
し
て
通
常
の
抵
當
樅
設
宛
の
登
記
乎
續
■

ず
る
o併

し

探

抵

敌

壞

黑

を

以

つ

て

^

零

一

.

_

p

i

l

H

_

_

l^
ll
l:
1

fl

た
る
^

尚
限

1̂
:
.の
金
額
を
以

.て
す
る
こ
と

.を
要
す
る

0」(

5
し

'
私S 

.で
ト
^

^

书̂
«
は
其
の
.̂

た
る
愤
務
紅
に
於
て
豫
め
限
宛
せ
ら
れ
て
屈
る
も
<0
'
で
あ
る
0
則
ち
平
等
^

€
の
^

ー̂
了
,1
帘
'̂

I

も
の
と
I

f

间
じ
く
す
1

併
し
乍
ら
、
艰
し
i

の
制
度
I

保
附
社
侦
.に
應
用
.し
#
る
I

や
に
付
.き
多
少
麗
と
さ 

る
、
言

で

1
°
:
翁

：氏

，
は

之

を

篇

的

に

解

し

て

「

霞

#
社
侦
信
託
法
は
.

f
り

、
.
塵 

,

I

於
て
、

^
.
F
-
4 

]

r 

 ̂

<

^

0 

化
タ
货
時
に
於
て
メ
ー
フ
シ
.
i
ン
ド
.
•モ
ー
ア
ゲ
ー
ジ
を
豫
想
し
な
か
.つ
：た
や
ぅ
に
思
は
れ
る
0
從
つ
て
此
等
の
法
規
が
、•王
旨
に
^

て
、
オ
ー
ブ
ンe H

ン
ド
.
•モ
ー
ア
ゲ
ー
ジ
を
雜
李
る
も
の
で
な
い
と
し
て
も
、
；之
を
實
行
す
る
.に
付
て
/
は
、
法
規
に
色
々
不
備
の
點 

I 

が
认
在
す
る
。
鏡

に

色

ダ

不

備

の

票

伏

孪

る

が

故

に

、
或
紫
可
能
で
は
な
い
か
と
の
疑
す
ら
神
ま
れ
る§

で
H

:私
は 

1 

d

フ
ン• 

H

ン
ー
• V

 

I

Tヶ
ー
ジ
は
擒
保
附
tl
M
信
託
法
第
七
.十
一
1條
及
不
動
產
登
記
法
第
四
十
七
條
{1
1
書
の
規
定
に
依
れ
ば
恐 

一一. 

ら
く
敫
疒
ィ
能
で
は
ぁ
る
ま
い
と
考
へ
る
0」

6")

不
励
康
登
記
法
の
適
用
又
は
；準
用
を
爲
す
を
得
な
い
物
上
«
保
は
之
を
除
く
0
.而

〕

一

I 

て
‘

段
と
し
て
&
ぜ
ら
る
、
所
に
從
へ
ば
、

一
工
場
肘
團
上
に
笫一

順
位Q.

抵
當
權
を
設
定
す
愚
I

記
®:
し

.た

ニ

種

の

信

託

證

數
 

一
 

を
i

に
竹
成
す
る
而
し
て
工
場
財
團
は
一
；個

0
不
動
產
と
着
做
さ
る
.

A

H場
抵
當
抵
策
十
四
條
笫
二
项)

か
ら
、
不

懲

登

.記
'̂
'

一
 

备
十
七
倐
仍
書
に
ょ
つ
て
同
一
馨
財
團
上
に
二
つ
の

_

權
設
定
の
登
記
巾
請
を
同
時
に
夫
：々
な
す
時
は
，
凳
^

I. 

' 

社

傲

，
の

平

等
'撙

保

に

就

.
て
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ニ

ュ
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V
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2
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.
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社
債
の
半
等
坶
保
に
就
て 

1

三

〇

ハ

ニ

5

9

對
し
て
同
l

cp
;

受
付
#

號
を
記
載
す
る
。
而
しV

登
記
官
w:

は
受
付
#

號
の
順
序
に
從
つ
て
發
記
を
な
す
を
要
し(

不
動
淹
众
記
法
笫 

M

十
八
倐y

.
且
つ
抵
當
權
の
順
位
.は
登
.記
の
前
後
に
依
る
べ
き
も
.
の
で
：あ
，る(

民
法
笫
三 

右
の
ニ
つ
の
抵
當

-1
!
は 

井
に
笫i

順
位
の
も
の
と
な
ら
ぅ
。
斯
く
て
一
の
信
託
證
書
に
よ
つ
て
#

^ ：
'

附
社
«

を
_

又
は
儿
跫
せ
；し
め
而
：し
で
其
1

^
_
さ 

し
め
て
、
商
業
登
記
を
{元
了
ず
る
0

後
に
至
つ
て
他
の
信
託
證
書
、に
.
よ
つ
，て
次
囘
の
暮
集
又
ば
引
受
を
な
さ
し
む
る
寒
を
#

る
、
抓
ち 

か
く
し
て
商
法】

一
西
條
ノ一
ー
を
'囘
避
し
得
る
0

尙
慕
集
又
は
引
受
條
件
の
變
更
は
：エ
場
抵
當
法
施
疗
細
則
第
四
條
に
'
よ
.つ
て
信
託
契
約 

事

明

を

變

.1
1
し
得
.る
故
に
可
能
で
あ
る
と
。
，ゲ
ノ
.
右
の
如
く
檐
保
附
社
條
に
平
等
擔
保
を
認
め
得
る
ど
し
て
も
、
.檐
保
.附
社
偾
信
託
法 

第
否
十
九
條
に
よ
つ
：て
社
偾
の
總
額
を
登
記
す
る
を
要
ず
る
か
ら
、
發
行
總
額
制
限
の
平
等
檐
保
た
る
填
は
疑
ひ
な
き
所
で
あ
ら
ぅ
。

社
愤
の
平
等
擄
保
制
度
を
我
國
に
移
植
す
る
に
當
つ
て
、
上
述
，の
理
由
よ
り
總
額
制
限
の
も

の
に
限
ら
る
\
 

0

.

Mに
不
動
產
抵
當
に 

よ
つ
て
處
理
せ
ら
る
、
社
债
の
擒
保
は
檐
保
附
社
偾
信
託
法
第
四
條
に
列
擧
さ
る
、
不
動
產
^

^

舶
f

 

g

v
 

(

船
舶
登
記
規
則
第
一 

倐)

、H

場
抵
當C

工
場
抵
當
法
第
十
四
條
第
ー
项〕

、
及
び
鑛
業
抵
當
S

敷
抵
當
法
第
三
條)

.で
あ
る
。
然
る
に
鐵
道
財
圈
、
«

道
財
團
は 

夫
々
一
箇
の
物
と
着
做
さ
れ
て
居
る(

鐵
遒
抵
當
法
第
一
一
條
第
兰
，項
.、
、
軌

道

の

抵

當'に
關
す
る
件
$

條
、
運
河
法
第
十
三
條)

か
ら
、 

登
記
に
關
す
る
限
り
前
說
を
應
用
し
て
之
等
を
擔
保
と
す
る
社
偾
に
平
等
擔
保
を
移
す
事
は
不
可
能
で
あ
る
。
此
點
は
他
日
に
殘
さ
れ 

た
問
題
で
あ
る
。(

8

)

投
資
保
全
の
見
地
よ
り
見
れ
ば
、
平
等
檐
保
の
斯
か
る一

一
種
の
形
式
も
畢
竟
本
質
的
に
何
等
の
差
異
は
な
いQ

C
O
O

蓋
し
衆
國
の
實 

際
に
於
て
總
額
限
宛
以
外
の
平
等
櫞
保
に
其
財
產
に
付
き
、
其
收
益
に
就
き
一
觉
の
制
限
を
附
す
る
か
ら
で
あ
る
。
，W

ち
總
額
限
定
以 

外
の
制
限
平
等
檢
保
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

T

V

紛
飢
を
避
<

る
忮
.に
、

1

言
す
る
が
、
较
行
總
額
の
限
定v

は
，
本
稿
に
於
て
、
該
抵
常
に
從
つ
て
發
仃
せ
ら
5>

し
»}
:

佾
餅
の
規
记
さ
，:1
-

. 

U

も
の
を
謂
i

t

f

。
：等

て

、
翁

の

M

法
：

f

菸

規

篆

る

所

气
I

f

f

崧

■ 

、
へ
しW

な
し
又
は
要
財
產
價
値
に
對
し
て

i

の
比
率
を
保
つ
ベ
し

I

す
如
き
外
部
的
制
約
に
關
し
な
い

0
同
|

、
黯

, 

s
 

5
0
 

 ̂

L
. 

. 

(

2〕

挺

念

I

s

f

 

い
。
旣

袅

座

2

S

兵

K

箫

择

f

.

れ
て

f

。

i 

.

.
遊
I

夫
、
0

1

1
物

靈

第

i
l
:六
.s
、
c

s
喜
八
郞
、
法

舞

例

8

總

碧

f

 

^

厂
：一 

4
W

梦

鹿

ジ

I

言

5

、
及
ぴ
不
動
產

1

法
第
莩
七
修
、
_

附
社
僙：

信

託

法

善

^

.
C
5

)

杉
之
原
5

、
不
動
_

_
現
代
法
S
.集
第
十
九
卷
.

1 二 

.

.

(

6)

.果
栖
越
夫
物
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附
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す
ブ
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i

ン
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•
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戈 .r

彩
4 ,^'j

..
欧
f

デ
等
撥
保
に
.就
て 

：

.
:

一
三
ニ 

(

ご

5

5

• 

•
•
•
•
•
• 

.

d

ル

ば

牴

當

權

の

及

ぶ

範

阐

に

極

め
'
て
.重
大
な
る
關
係
を
有
し
、.從
っ
で
平
等
檐
保
め
採
用
が
適
當
で
あ
る
か
^

か
は
、
M

^
約 

带
项
の
#

否
或
は
其
内
落
0

寬
嚴
に
依
っ
て
记
ま
る
と
斷
言
し
得
る
0

.

,>
.

'
き
形
式
の
本
約
款
は
將
來
取
得
す
べ
き
總
て
の
財
產
に
其
抵
當
權
の
及
ぶ
べ
き
旨
を
抵
當
證
書
に
記
戦
し
たQ

で

あ

る

が

、 

t

に
於
け
次
典
記
賊
形
式
は
先
づ
該
抵
當
權
の
及
ぶ
財
產
を
列
擧
し
、
次
に
將
來
當
社
：の
取
得
す
：べ
き
財
產
中
其
及
ぶ
べ
き
も
の
を 

列
擧
す
る
钇
常
と
す
る
、
而
し
で
本
約
款
は
抵
當
證
書
記
戦
の
：任
氣
事
項
に
職
す
る
°,

從
つ
'
て

そ

わ

列

擧

せ

ら

る

、
財

產

の

選

矩

は

伍 

意
で
あ
る
。
#;
_

に
於
け
る
法
雜
上
强
制
叱
ら
る
、
所
の
紙
當
權
の
㈣

^

取
#

す
る
ま
產
に
及
.
ぶ
も
の
；と
此
'點
に
付
き
異
れ
る
も
の
で 

あ
る
0

又
位
意
で
が
る
が
故
に
愦
務
俞
社
の
取
得
す
る
全
財
產
に
及
ぶ
.
べ
き
旨
：記
_

せ
ら
れ
('
'

頗
る
過
酷
と
な
る
場
合
も
张
ず
る
。
通 

觉
爾
後
取
傲
財
鹿
約
款
に
列
擧
せ
ら
る
、
財
淹
は
M

»

§

の
附
樹
財
1?
>

取
換
川
の
財
產
、
及
び
改
皮
施
設
に
f

る
、
や
ぅ
で
あ 

る
。
則

ち「

一
般
.
に
爾
後
取
得
財
鹿
約
款
はg
業
の
運
營
上
取
得
せ
ら
る
、
財
産
に
關
す
る
に
.
過
ぎ
申
、
株
淥
及
び
愦
券
に
關
し
な 

ぃ
。」(

2) 
. v
: 

' - 

本
約
款
を
設
く
る
趣
皆
は
社
愦
權
费
の
保
謹
に
作
す
る
、
1[
1

:
に
侦
務
#
社
が
社
愦
權
者
に
充
分
な
る
保
謹
を
與
へ
ず
し
て
新
た
に
茁 

迎
支
川
を
な
す
^

を
闲
鄰
と
な
さ
し
■む
る
に
W

す
る
で
"3)

fs

し
か
.
' 
る
保
^

.
は
純
粹
の
不
0J

產
.

g

當
に
は
必
.要
な
き
事
で
あ
る
が
、
 

工
場
、
鐵
道
等
の
如
き
減
價
す
务
財
產
を
以
て
抵
當
檄
の
對
象
と
な
す
時
は
、
此
等
は
何
れ
減
憤
を
來
し
、
或
は
新
規
設
備
に
ょ
っ
て 

原
婚
保
物
を
薺
し
く
其
偾
値
に
.於
：て
低
下
：せ

し

む

る

を

以
て
ヾ
あ
る
。
ポ
め
双
の
栉
在
は
ぬ
罾
客
の
㈣

ぼ
を
#
謹
す
る
も
の
と
し
て
該 

社
偾
の
愤
格
を
高
め
讯
つ
容
易
に
齋
却
し
得
る
も
の
と
な
す
め
で
あ
る
。
？

〕
併
し
侦
務
俞
社
ょ
り
見
る
な
ら
ば
、
本
約
款
の
8

如 

何
に
ょ
っ
.
て
そ
の
蒙
る
金
副
卜
；の
.院
害
.^;

多
大
.と
も
.な
ら
ぅ
0

'
切
ち
本
約
款
記
軟
の
財
產
を
取
得
す
る
1C
.
は
.
相
當
の
資
金
.を
要
す
べ 

く
、
価
も
之
等
の
財
産
は
旣
歲
笫
一
順
位
紙
常
核
•に
泡
括
せ
.ふ
る
、
僞
、
之
亦
調
達
に
常
っ
て
®
保
權
の
設
定
が
賢
際
上
不
可
能
と
な

    _  . ： .

t

s

恭

し

霉

S

位Q

凝

權

に

I

時
M

i

社

吳

t

な
る
婼
で
發
行
せ4

ば

迄

ぬ

、

而

も

，
^

る

器

財

產

ひ

打
格
と
ル
#

负
物
の
馆
格
と
は
.極
め
て
大
な
る
隔
り
を
そ
Q

li
i

l
に
'#

む
も
の
と
信
ぜ
ら
る
、
を
以

て

V

あ
-る
o

.
耍
す
る
に
其
內
ぶ
呔
何 

を
德
维
と
す
べ
.き
か
、「

开
は
贷
借
兩
當
祺
者
に
容
れ
ら
る
べ
き
條
件
を
以
て
社
侦
を
準
備
す
る
祺
の
問
題
で
あ
る
。」

^
し 

本
約
款
を
包
含
す
る
抵
當
を
包
括
抵
當(

b
l
a
n
k
e
t

 

m
o
r
t
g
a
g
e
)

と
ー
舣
に
呼
稱
す
る
や
ぅ
で
あ
る0

O
O

诈
し
、
包
括
抵
^

を
；

n
： 

し
て
旣
發
社
f

惯
還
す
る
都
に
よ
り
一
個
の
霞
附
社
侦
を
火
箭
に
發
行
す
る
、
則
ち
種
々Q

旣
設
抵
當
f

緩
し
て
一
個
の
抵
當 

抒
と
な
す
と
2

藤

に
M

す
る
もQ

も
あ
る
。0

O

或
は
又
、
.
一
般g

當
と
同
-
一
視
ず
る
もQ

も
あ
る
。S

.

如
何
な
るg

⑴
に
よ
り 

斯
く
論
の
外
じ
た
る
か
管
か
で
な
い
が
、
第

j

の
意
味
に
於
け
る
毡
括
抵
當
社
侦
は
上
述
の
.
如
く
發
行
會
社(

偾
務
#

社)

に
^
 

し
て
筑
火
な
る
金
副
1

0

防
#-

を

風

へ
»

保
桄
の
設

)I
Sを
取
實
上
不
可
能
と
す
る
と
さ
へ
云
は
る
\
 C

之
が
爲
發
行
#
社
は
取
々
な 

f

v-i
/

资
を
設
け
て
與
金
剮
鄉
を
免
が
れ
や
ぅ
と
す
，る
が
、
之
等
を
凡
そ
ー|

つ
の
方
法
に
概
括
し
得
る
0(

]0〕

第
一
は
子
會
社
を
設
立
し
、
 

之
に
必
级
と
す
る
財
產
を
第
一
順
位
柄
當
社
侦
に
よ
づ
.て
得
た
る
资
金
を
以
て
取
得
せ
し
む
る
、
則
ち
該
財
康
は
子
#

社
の
所
^
に
係 

り
、
親
會
社
は
之
を
群
す
る

Q

で
あ
る
。
此

場

合

塑

著

装

の

靡

を

處

分

す

暴
I

り
、.
又
之
を
_

と

し

て

皇

の

社

攸
 

を
發
行
す
る
班
も
あ
る
。
而
し
て
前
#

Q

場
合
に
親
#

社

は

議

管

_

し
、
又
は
之
を
承
繼
す
る
を
常
と
す
るo

後
^
の
場
合
は 

評
淥
#

訂
發
行

(

0
0
1ぽ
§

1」

星

i
s
s
u
e
)

で
あ
っ
て
、
所
謂
證
淥
代
位
制
の
一
形
式
と
一K

ひ
得
や
ぅ
。
而
し
て
位
描
紙
當
社
依
は
缴 

f

米
に
多
い
と一 ;

ム
は
れ
、
工
業
に
は
尠
い
と
一
；ム
は
れ
て
^

る
0(

11)

此
の
故
に
鐵
逍
業
に
於
て
は
子
會
社
が
多
數
#
在
し
て
思
る
の
で

あ
る
0

9

笫
二
の
方
法
は
所
！i

機
械
信
託
社
愦(

e
q
u
i
p
m
e
n
t

 

t
r
u
s
t

 

b
o
n
d
s
)

で
あ
-
つ
て
、
.必
要
：器
具
又
は
取
輛
を
割
赋
に
て

.

濟
-:

朋 

し

之

に
.机
f

f/

を
設
宛
す
石
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
權
原
は
全
額
偾
還
濟
と
^

る
ま
で
購
買
#

に
移
轉
し
な
い
。
农
^

社
侦
.が
01

接 

に
自
己
_の
#

行
に
係
る
か
、
は
接
に
策
三
者
が
之
を
發
行
す
る
か
等
に
關
し
て
は
、
兹
に
觸
れ
な
へ
0

.

.

鍫

？
 

I
保

に

就

て
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i

ハ
ー
こ
I



I

國
に
-̂

て
本
ぎ
款
の
效
ソ
は
獅
^

^

>

ユ
め
ら
れ
て
妈
る
も
の
で
ぁ
つ
て
、

一
般
に
布
效
視
さ
れ
て
屈
るo

併
し
如
何
な
る
靡
对 

に

就

て

塵
I

鏡

宛

す

る

も

、：

开
は
必
ず
し
も
有
效
と
さ
る
、
も
：の
で
I
:

い
-
槪

て
も
、
策
.三
當
對
し
て
も
有
效
に
成
立
す
る
o(

低
し
繼
I
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特
殊
な
會
社
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關
し
て
は
特
例
が
#

す
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：然
る
に
動
產
i

し
て 

は
/0
:

行

契

約

言
0

1

|
:0

募

§

>
_

と
骑
做
さ
れ
、
额
々
な
.る
制
限
を
附
せ
ら
れ
て
居
る
、
例
へ
ば
、
；
第

三

寧

(

偾
權
諸)

の
利
益 

慕
す
る
時
は
無
效
I

れ
る
等Q

如
く
で
ぁ
る
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從
つ
て
、
本
約
款
の
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總
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の
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同
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效
f
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と
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0

ラ
フ
に
ょ
る
ど
尉
m

め
大
。S

行
は
其
市
場
を
跋
く
し
、
從
て
興
價
値
を
大
な
ら
し
む
る
水
實
を
述
ベ
、「

此
の
故
に
*

米
國
に
於
.て
は
種

々
の
社
侦
發
む
：を

『

低
拈』

抵
常
过
し
て

1

發
行
に
合
如
す
る
傾
向
が
强
.
い
0

斯
く
し
て
职
1

W-
:

並
に
招
：易
な
る
實
却
性
の
大
：な
る
利
益
を

保
料
す
る
も
の
で
あ
る
0

し
|

1

.

0唇

&

d

,
 

P
.
I
3
7
I
:

デ
ィ
ゥ
イ
ン
グ
も
亦
こ
の
訧
に
隨
ふ
や
ぅ
で
あ
气「

一
般
合
同
抵
常
社
值

?

§

 ̂

I
 c§

s
c
l
i
d
a
t
e
d
.
b
c
n
d
o

は
誠
に
總
て
の
先
行
の
牴
常
に
總
く
包
括
抵
常
に

：

従
て
發
行
せ
ら
る

v

o例
へ
ば
、
.エ
リ

ー

鐵
道

の
千
九
w

九
十
六
依
滿
期
の
一
般
擗
保
附
社
倩(

G
e
n
e
r
a
l

 

L
f
e
n

 

B

op'
d

o

は
先
顺
位
辑
保
附
社
偵
の
E

M

の
發
行
、
少
く
^
も
一
ハ
筒
以
上

.の

.種
々
な
る
連
續
的
位

^
發

打

.
及
び
多
_
.な
る
分
割
.抵
桃
.社
侦

^
&イ
に
ー
吕
己
日
&
的
^
印
び
吕
^
ゾ
め
多
數
に
ょ
づ
ぺ
て
^

^^
亡
ら
る
、
。

•
.
.
•
•
近
^

#

に
千
九
T

十
^

以

來
.
多
く
の
鐵
M

系
統
は
•—
•

個
のJ

般
借
換
抵
當(

g
e
n
e
r
a
l

 

a
n
d

 

r
e
f
i
m
d
i
n
g

 

s
o
r
t
g
a
g
j
s
v

に
ょ
つ
て
保

隙
せ
倉
义
社
債
の
資
却
に
依
つ
て
先
S

行
し
た
美
社
偾
を
憤
還
し
、
而
し
て
將
來
の
S

を
な
す
意
f

以
て
改
设
を
炎
概
す
る

跛
な
漸
迎
政
欺
を
廣
棄
し
、
代
つ
て
畏
期
の
大
包
括
借
換
抵
常
を
發
行
し
た
の
で
あ
る
o」
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o

i

ロg

二
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p
.
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3
-
1
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包
栝
牴
常
社
债
«

1

般
抵
常
社
偾
??

殆
ん
ど
问
|

の
性
質
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す
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も
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で
あ
る
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而
し
乍
ら
.ニ
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の
權
威
者 

9

.
 R

o
l
H
g
,

 

M

g
2:
p
a
l 

R

 

C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n

 

B
o
n
d
s
,
,

 

p
p
.

 

1
3
.
1
4

 

C
I9

8
〕
v
a
n
a
w
.
E
L
a
g
e
r
q
u
i
s
t
,

 

I
n
v
e
s
t
m
e
n
t

 

A
n
a
l
y
i
i
s
,

 

V, 675
,

.6
8
6

 

C
I
9
2
7
V
)

は
附
尜
間
^

寧
£

的
撾
训
''
5
:
.な
す
0
'-
.

1
般
牴
常
社
倩
は
早
1

0
株
式
食
社
^

依
：
て--
*
眾 

(

0

^

3{?
04
>

せ
ら
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輝
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跑
杧
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し
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發
行
.せ
ら
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*

.而
る
.に
包
括
；抵
铬
社
債
は
.
、
其
典
.型
的
場
合
に
於
て
、
相
瓦
.無
關
係
な 

る
に
從
つ
て
|

土
湘
;/
/
:
に
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等
共
迎
の
用
途
を
痕
せ
ざ
る
凝
個
の
別
稀
財
鹿
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の
抵
露
依
つ
て
ぼ
障
せ
ら
る
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r

包
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抵
常
な
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.̂
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現
^

米
_

に
於
て
'
命
融
術
語
の
中
で
親
炙
し
て
^

ら
ぬ
も
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で
あ
るc

從
つ
て
、
鐡
道
業
界
に
.於
て
、
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は
一
般
抵
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な
る
語
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.
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拈
；抵
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し
て
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爾
後
取
得
財
鹿
約
琪
を
包
含
す
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の
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な
す
兑
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府
し
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屉
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が
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べ
で
あ
る
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に
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る
前
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を
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す
る
も
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で
あ
る
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潜
通
に
行
は
れ
ぬ
故
、H

業
の
分
軒
に
於
て
舊
抵
常
^
於
け
る
爾
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財
產
約
款
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く
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命
嫩
馏
の
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猥
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一
般
に
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ぬ
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で
あ
る
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據
p

た
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笫
五
節
註(

4〕

參
照
。

.

■四

俞
祉
は
帶
通
に
經
營
せ
ら
る
、
限
り
、
其
業
務
の
搬
張
に
伴
ひ
、
其
ft

木
も
搬
火
す
る
。
此
舰
張
に
應
ず
る
资
木
を
如
何
な
る
證
恭 

を
以
て
金
融
す
る
か
、
又
.そ
の
资
木
化
额
は
幾
何
な
り
や
等
の
問
題
は
茲
に
之
を
将
く
が
、C
I

O
泶
國
に
於
て
は
擔
保
附
社
侦
に
依
摅 

す
る
場
合
が
多
い
。
此
際
閉
鎖
檐
保
の
社
愤
が
旣
に
仿
し
て
屈
る
な
ら
ば
、
新
社
侦
の
齊
卸
上
の 

一
^
^
を
な
す
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

强
ひ
て
此
隙
密
を
除
去
せ
ん
と
な
す
に
は
、
該
旣
設
颯
當
の
.
義
務
の
綏
和
を
社
倩
權
奔
の
同
意
を
得
て
發
行
總
額
の
變
SI

に
依
o

赞

現

• 

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
其
同
意
は
容
易
に
得
難
.い
。
此
故
に
將
來
の
發
行
に
付
て
の
規
宛
を
設
け
ざ
る
場
合
、
則
ち
閉
锁
檐
保
な
る
時 

は
右
の
搬
張
施
設
を
蓝
接
に
机
當
と
し
て
典
资
金
を
得
る
か
、
或
は
新
設
子
#

社
に
之
を
所
^

せ
し
め
其
檐
保
附
社
借
と
た
，す
か
、
共
•

何
れ
か
を
採
川
す
る
を
常
然
の
手
段
と
す
る
0

2)

閗
鋇
擔
保
の
利
益
と
す
る
所
は
投
资
#

に
と
り
安
全
の
觀
あ
る
秦
と
愤
#-

の
安
^- 

を
得
る
事
の
ー
|
點
に
作
す
る
。
而
し
乍
ら
斯
る
嚴
il
l

な
る
^

保
は
後
論
の
如
く
依
務
#

社
の
不
傾
金
な
る
金
融
笕
を
招
き
易
い
。
笫
ニ 

の
M

格
の
安
^

は
該
檢
保
附
社
愦
に
あ
っ
て
は
將
來
そ
の
佻
給
の
%

加
は
金
然
な
い
の
で
あ
る
が
、
之
に
汉
し
平
等
檐
保
に
依
る
も
の 

は
將
來
;J
-

I

:

a給
俄
に
！p

加
す
ベ
き
事
、
而
も
一
暦
投
资
者
に
と
り
布
利
な
る
條
件
が
將
來
發
行
の
も
の
娱
課
せ
ら
る
、
な
ら
ん
等
の 

懸
念
に
よ
り
、
朗
鎅
擀
保
附
祉
愦
が
比
較
的
安
^

せ
る
M

格
を
荷
し
、
或
場
合
に
於
て
其
愤
袼
は
昂
騰
す
る
9

3

も
の
で
あ
る
？

.以
J

は
^

海
^

:
；̂
の
科
失
に
就
て
-
.ル
吖
.に
考
察
し
た
に
说
ぎ
な
い
、
乃
ち
^'

節

に

於

て

概

歡

.し
た
爾
後
取

得

财

產

約

款

の

伯

否

に 

よ
り
、
閉
鎖
檐
保
の
得
失
に
茁
火
な
る
影
響
を
齋
ら
す
も
の
で
あ
る
.0
此
檐
保
を
爾
後
取
得
財
糜
約
款
と
の
關
係
に
於
て
能
く
觀
察
せ 

る
も
の
は
ミ
1
ド
で
あ
る
、
以
下
暫
ら
く
彼
に
從
つ
て
考
察
を
進
め
るo

r
g

銀
擔
保
に
ニ 
■

あ
る
、(

一)

#

!]
:

に
よ
つ
て
今
後
収
得
せ 

ら
る
ゝ
财
鹿
が
K

机
當
の
蟧
保
權(

t
h
e

 

l
i
e
n

 

o
f

 

t
h
e

 

m
o
r
t
g
a
g
e
)

 

Q

.T

に
也
括
せ
ら
る
、
場
合
、
と(

一
一〕

檐
保
權
は
證
®

(
i
n
s
t
r
u
-

 

8

艮

)

.

に
|̂
^

せ
ら
れ
た
る
財
靡
に
限
ら
る
、
場
合
と
で
あ
る
。
，策
一
.
の
も
の
を
^

括
的
閉
鎖
擔
保(

i
n
c
l
u
s
i
v
e

 

c
l
o
s
e
d

 

m
o
r
t
g
a
g
e
)

 

贫
ご
の
も
の
を
除
外
的
削
銷
擔
保(
e
x
c
l
u
s
i
v
e

 

c
l
o
s
e
d

 

m
o
r
t
g
a
g
e
)

と
呼
ぶ
辦
を
得
や
ぅ
。
し(

4)

似
.古
的
閉
^

辟
.保
に
跟
ら
ず
、
余 

外
的
削
微
蟒
保
に
於
て
も
其
檢
保
物
は
抵
當
證
書
中
.
に
列
擧
せ
ら
る
ゝ
が
如
く
で
あ
る
0

.
而
し
て
除
外
的
閉
锁
檐
保
に
從
へ
ば「

趴
侦 

の
保
障
は
抵
當
證
戴
に
列
锻
廿
^

る
、

(
e
n
u
m
e
r
a
t
e
d

 

i
n

 

t
h
e

 

m
o
r
t
g
a
g
e
)
.

財
産
に
限
ら
る
、
o

'
舍
社
が
望
む
.な
ら
ば
、
社
侦
の
致
却 

牲
を
堺
す
靡
則
ち
其
保
陴
を
加
茁
す
る
琪
を
得
る
の
で
あ
る
が
、

#

社
側
に
毫
も
典
義
務
は
杯
し
な
い
。J

C
U
O
#

社
は
例
へ
.
ば
優
崁
機 

械
購
入
に
よ
っ
て
原
櫞
保
物
の
愤
格
を
高
む
る
が
如
き
義
務
を
負
櫞
し
な
い
め
で
あ
る
。

一■
般
rc
g

鎖
擔
保
に
於
て
爾
後
取
得
財
歲
約 

款
を
位
含
せ
ぬ
を
货
當
と
す
る
、
前
節
に
於
て
觸
れ
た
如
く
、：.
將
來
の
取
得
财
產
に
耍
す
る
资
金
は
第
一
：.順

位

抵

當

樅

を

之

に

設

记

す 

る
都
に
よ
っ
て
調
速
す
る
邬
を
得
ず
、
又
他
方
，に
於
て
原
.檢
保
物
へ
の
へ
追
灿
財
產
は
旣
設
1

權
の
カ
を
增
大
せ
し
む
る
も
.
の
で
あ
る
0 

社
.侦
な
等
灌
に
就
て
 

• 

I

三
：七
.

(
一
!
i

苏
七〕



wt

侦
の
'平

部

擔

保

.
に

就

：
て

 

， 1

三

八

A

一
 

ニ

五

八

〕
此
の
意
味
に
於
て
社
侦
の
保
障
を
加
洪
せ
し
む
る
義
務
を
俩
務
會
社
に
强
制
せ
ぬ
の
は
正
當
で
あ
る
0

:
減
愤
雄
金
そ
の
他
0

惯
還
規
定 

の
記
載
な
き
場
合
、
原
擔
保
物
保
全
に
要
す
る
財
産
を
列
擧
し
た
る
包
括
的
閉
鎩
»

保
は
物
外
を
し
て
看
視
せ
ら
る
ゝ
で
あ
ら
ぅ
。

斯
く
除
外
的
削
微
檐
保
は
爾
後
取
得
財
產
約
款
な
く
、
從
っ
て
其
爾
後
取
得
財
鹿
に
付
き
會
社
は
第
一
順
位
抵
當
權
を
設
宠
す
る
事
. 

を
私
る
。
而
し
て
此
際
如
例
に
し
て
^

资
金
を
調
達
す
る
か
、
追
加
財
產
上
.に
設
史
せ
る
第
1

顺

位

抵

當

權

に

*原
擔
保
物
上
の
第
一
一
順 

位
抵
常
權
を
加
へ
て

一般
仍
換
笫
一
抵
尊(

g
e
n
e
r
a
l

 

r
e
f
u
n
d
i
n
g

 

m
s
g
a
g
e
)
.

蓝
く
は
合
同
第
一©

^
(
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
e
d

 

f
r
s
t

 

m
o
r
t
g
a
g
e
)

 

0
0

と
な
し
、
；播
保
附
社
侦
を
發
行
し
て
そ
の
因
的
を
達
す
るo

斯
か
る
名
稱
の
意
義
は
旣
發
先
順
位
擔
保
附
社
侦
が
期 

限
に
至
り
1
' 

本
檐
保
附
社
愤
の
手
取
金
に
よ
っ
て
偾
還
せ
ら
る 
>

か
、
又
は
旣
發
滿
W

社
偾
を
^

の
沿
換
社
偾
に
乘
換
ふ
る
靡
に
よ
っ 

て
偾
還
せ
ち
る
ゝ
際
に
、
新
社
借
は
之
等
の
財
^

上
に
笫
一
柢
當
權
を
保
有
す
る
に
至
る
事
を
指
稱
す
る
に
あ
る
。
則
ち
究
極
に
於
て 

第 

一•
顺
位
の
撳
保
附
社
愦
と
同
等
な
る
效
姐
を
有
す
る
も
の
で
.あ
る
。

斯
か
る
社
倩
は
.旣

發

先

順

位

擔

保

附

社

债

の

惯

還

と

共

-に 

其
擔
保
權
は
强
间
と
な
る
も
の
で
あ
るO

C
0
O

 

'此
の
種
の
閉
鎭
檐
保
は
他
に
比
し
て
安
當
と
觅
ら
る
、
が
、
米
國
に
於
て
今m

一
 

般
に
：
 

閉
鎖
撳
保
に
爾
後
取
得
財
鹿
約
款
は
邨
入
せ
ら
れ
ぬ
：實
愦
で
あ
る
。C

O

:

.

へ
 

笫

一:

順
位
の
泡
括
的
閉
鎖
櫓
保
に
依
る
社
條
が
餽
に
發
行
せ
ら
れ
て
焐
る
場
合
、
發
行
#
社
が
寧
一
順
位
紙
當
權
に
よ
っ
て
保
障
せ 

ら
る
ゝ
社
侦
を
發
行
せ
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
共
1

般
的
：乎
段
は
子
會
社
を
し
て
追
加
財
逮
を
所
_

せ
し
め
、
.之
に
檐
保
附
社
愦
を
發
行 

せ
し
む
る
に
あ
るV

而
し
：て
該
社
を
保
證
す
る
場
合
も
あ
る
、
或
は
爾
後
取
得
財
ま
約
款
巾
に
所
^

證
券
を
包
含
せ
ぬ
な
ら
ば
：
、

_

 

数
信
託
發
行
に
依
る
靡
も
出
來
や
ぅ
。
此
等
一
一
種
の
方
法
を
結
合
す
る
靡
も
あ
る
o

a

v

斯
く
の
如
く
閉
鎖
擔
保
に
®
重
な
る
制
限
を 

附
す
る
も
其
の
冏
避
竽
段
は
侨
す
る
の
で
あ
る
か
ら
-

發
行
#

社
は
之
.
に
よ
り
何
等
め
痛
痒
を
も
感
じ
な
い
>

11)

故

に「

過
*
に 

於
て
、
抵
|

を
閉
.

し
、
之
を
#

社
め
財
鹿
*{
c

'#

き
包
括
檐
.保
ハb

l
a
n

 

一

c
e
H
i
e
n
)

;<
h

す
名
寧(

即
ち
ミ
n

ドQ

所

謂

钮

括

的

閉

鎖

，：
^

〕

’
I 

に
紛
し
て
極
め
て
嚴
し
い
の
が
信
託
證
書
に
對
す
る
智
慣
で
あ
つ
た
。
共
結
见
は
/!

々
#
社
を
し
て
向
ら
好
ま
し
か
ら
ざ
る
手
段
に
て

金
融
せ
し
め
或
は
脫
法
策
に
ょ
つ
て
其
目
的
を
達
せ
し
む
る
に
至
つ
た
0」 (

12〕

今
日
包
栝
的
閉
縱
擔
保
は
前
述
の
如
く
減
じ
て
來
た
。

.

,

將
來
の
必
要
に
1#

ず
る
金
融
に
對
し
ー
娇
_

^

寬
大
な
ら
し
む
る
傾
向
が
あ
る
と
ー
芯
へ
1
0
-ぅ
0

11)

C

1)

此
等
ニ
つ
の
間
題
は
資
本
化
論
に
樹
す
る
。
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爾
後
取
得
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の
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遯
手
段
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前
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如
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あ
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^
平

等

擗

保

：
に
：
就

：
て
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四

o
' 

C1
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ハ
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.

,

.-
五

.

.

一
舣
に
平
等
婚
保
の
爾
後
取
得
財
產
約
款
の
#

杏
に
關
す
る
得
失
に
就
て
衮
ふ
な
ら
ば
、|

檐
保
に
吣
け
る
«

合
と
全
ぬ
双
す
る
。 

則
ち
典
怀
祚
は
平
铧
櫞
保
を
妥
當
な
ら
し
む
る
も
の
で
あ
る
0

蓋
し
原
櫞
保
物
の
み
に
付
き
平
等
檐
保
を
認
め
、
追
加
財
產
に
付
い
て
：
 

認
め
ぬ
と
す
る
時
は
、
.
將
來
の
社
侦
發
行
|€

依
っ
て
社
愦
權
客
の
權
利
を
.不
常
に
齊
す
：る
に
至
る
べ
き
を
以
て
ぐ
あ
る
°

而
し
乍
ら
、

, 

此
妥
當
性
如
何
の
.問
題
を
個
々
の
場
合
に
就
て
云
ふ
な
ら
ば
、
該
抵
常
證
哿
に
從
ふ
社
侦
'の
今
後
の
發
行
額
に
關
ず
る
制
限
の
内
容
に 

依
っ
て
记
め
ら
る
、
が
、
斯
か
る
制
限
は
爾
後
取
得
財
產
に
關
し
て
設
け
ら
る
、
鄯
が
多
い
。

典
制
限
に
ニ
種
作
す
る
。

一‘
は
總
額
限
记
で
あ
り
、
他
は
一
.
定
の
條
件
を
充
す
な
ら
ば
、
如
何
程
に
#
る
も
其
發
行
を
許
容
す
る
も 

の
で
あ
る
。
笫
ー
の
も
の
に
就
い
て
論
ず
る
な
ら
：ば
-

爾
後
取
得
財
產
約
款
の
#

す
斯
な
く
、
而
も
其
發
行
總
顏
が
脱
»

保

物

.
の

俊

格
 

並
に
收
利
力
に
關
し
て
充
分
に
保
障
せ
ら
る
S

眼
り
、
此
平
等
擔
保
附
社
傅
は
安
當
で
あ
る
と
一
衣
へ
や
ぅ
。
奪
し
鄯
業
の
進
：展
と
共
に 

股
擀
保
物
の
追
加
財
齑
が
幾
何
の
金
額
に
上
る
か
测
知
す
る
琪
難
く
、
笫

一

順
位
抵
當
權
1C

依
る
將
來
の
所
要
资
金
額
を
豫
记
す
る
事 

は
安
常
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
仳
し
丼
社
侦
が
減
侦
茈
金
そ
の
他
に
依
り
埏
次
偾
還
せ
ら
れ
ざ
る
場
合
は
原
檐
保
物
の
保
全
に
耍
す
る 

'

沿
加
財
產
に
の
み
該
抵
當
榴
の
及
ぶ
も
の
と
な
す
は
又
愛
當
と
認
め
ら
る
、
。
而
る
に
此
稱
擔
保
に
於
て
將
來
の
發
行
を
、
笫
ニ
の
も 

の
に
伃
す
る
が
如
き
ー
^

.
の
條
件
の
充
见
に
懸
く
る
も
の
が
あ
る
、
此
#

ば
常
然
爾
後
舣
得
財
齑
約
款
を
苻
す
る
バ
1〕

か

、

る
も
の 

に
對
し
て
も
h

述

は

適

.川
せ
ら
れ
、
.
そ
の
安
當
性
如
何
は
發
行
總
額
と
此
等
の
櫞
保
物(

原

•
追
加)

の
愤
格
並
に
收
利
ヵ
及 

•

び
其
條
件
の
適
^

に
ょ
っ
て
炎
宛
せ
ら
る
、
。
米
國
に
於
け
る
社
侦
の
平
等
擔
保
の
實
際
を
觅
る
に(

2
 )

總
額
限
记
の
も
の
の
平
等
擔 

保
中
に
於
て
ぶ
む
る
件
數
は
鐵
逍
業
に
於
て
三
分
の
ニ
、
公
益
業
に
於
て
約
八
分
の
.
三
、
エ
業
に
於
て
殆
ん
ゼ
全
部
を
七
む
る
、
而
し 

• 

て
平
：等
擀
保
に
於
て
爾
後
取
得
財
席
約
款
の
#

す
る
を
常
と
す
る
，己

か

ら

、
總
颔
限
记
の
平
争
換
保
に
於
て
も
^

ん
ど
本
約
款
を

也

. 
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J

含
し
て
席
る
も
の
と
考
へ
ら
る
.、
。
.
又
我
國
.に
於
て
平
等
■

保
を
社
侦
に
移
す
時
常
然
總
額
阪
记
せ
ら
れ
、
而
も
法
啡
上
木
約
款
と
同 

じ
效
力
を
坐
ず
る(

6

も
の
.で
あ
る
か
ら
、
米
國
に
於
け
.る
#

情
は
大
に
參
考
と
す
る
に
兄
り
、
從
，つ
て
此
檝
平
等
撥
保
の
1

性
§
 

::
■
. 

• 

.
標
準
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
ふ
。
'上
述
の
爾
後
取
得
財
産
約
款
と
將
來
の
發
行
と
の
双
方
に
關
す
る
條
件
に
就
て
は
以
下

笫
1

ー
の.
も
の
に
關
し
て
引
川
す
る
マ
ッ
キ
ン
ジ
ー
並
に
ミ
ー
チ
の
說
明
を
參
照
し
て
戴
き
た
い
。

紙一

一
の.も
の
、は

將

來

の

發

行

を

1

焚
の
條
件
の
充
见
に
懸
く
る
も
の
で
あ
る
f

更
に
之
に
は
^

:

の
牲
質
上
當
然
爾
後
取
得
財
產
約
. 

款
と
组
含
す
る
も
の
と
#

約
款
を
包
含
ず
る
と
否
と
は
依
意
と
す
る
.も
の
と
あ
る
。ハ&
し
前
考
は
追
加
财
產
則
ち
爾
後
取
得
財
糜
の
愤 

.
:格
，に
_應
じ
.
て
將
來
の
.
發
行
，を
.許
落
す
る
も
の
.で
あ
り
、
後
考
は
右
以
外
の
條
件
に
依
る
も
の
で
あ
る
。
先
づ
前
著
に
仗
ぎ
マ
.ッ
キ
ン
ジ 

1

並
に
ミ
'
1

チ
め
說
明
を
⑴
叩
し
た
い
。 

•

.

.

 

.

:

.

「

最
大
限
度
が
信
託
證
書
に
設
け
ら
れ
ぬ
琪
も
あ
.る
が
、
追
加
社
债
'(

a
d
d
i

alc
n

にrb
o
n
d
s
)

の
發
行
は
次
の
如
く |

宛
の
靡
情
の
存 

論 

•在
を
條
件
と
す
、る
^

あ
，ら
ぅ
。 

-

?■)

追
加
社
做
は
純
流
動
资
產〉

(

I

 c
u
r
r
e
n
t

 

a
s
s
e
t
s
)
.

が
旣
评
並
に
發
行
せ
ら
る
べ
き
社
愦
の
十
五
輒
に
維
持
せ
ら
る
、
事
を
前

.

_

.欺
と
し
、
又
页
に
蓝
前
三
ゲ
苹
の
平
均
純
收
益(

a
v
e
r
a
g
e

 

I

.e
a
r
n
i
n
g
s
〉

が
睞
#
並
に
發
行
せ
ら
る
べ
き
社
偾
の
利
子
並
に
減

. 

- 

+ 

' 

.

.

.

.

.

.

偾
恶
金
費
用
の
ニ
倍
若
く
は
三
倍
0-

率
に
あ
.る
亊
を
前
提
と
し
て
、'
純
有
形
资
產

(

|

>

岂
的
自
6

>

5

5

&

)

が
其
正
當
僙
値C

S
U
-

 

n
d

 

.
v
a
l
u
e
)

 

’に
於
て
旣
存
並
に
發
行
せ
ら
る
べ
き
社
侦
の
額
而
愤
値
の
2:
十
剡
に
等
し
い
な
ら
ば
、

新
取
得
財
齑
の
正
當
惯
値
の
例 

裏
，. 

べ
ば
七
割
在
分
蓝
く
は
'八
割
^

茧
る
吏
.で
發
行
せ
ら
る
4

し
0

一
 

X

 
ロ
道
加
社
偾
は
亦
前
文
に
示
し
た
る
如
き
條
件
の
#

す̂
る
讓
を
前
提
：と
し
.て
、
：退

加(

^

&
.̂
§
5)

改

善

^
泽
6
3

.

.

.

.

.
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■•
• 

• 
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• 

, 

.

.

.

.

.

.

.

認 

に
改
良
.
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_

|

§

^

の
原
憤
の
七
割
五
分
逍
<

は
八
剡
に
3?

る
ま
'
で
發
行
せ
ら
る
べ
^

>
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.

社
债
の
5

擄
保
に
就
て 

.I
N

r
l

C

ニ
六
二>

(

ハ
}

追
加
«:

偾

は

睞

瑟

倚
©

四
分
の
三
の
社
傅
權
第(

&

&

:

£

^

1

-

^

八
割
にM
み
^

で
發
行
せ
ら
る
べ
し
0

农
の
.
C

6
IC

指
一
本
し
た
る
ダ
の
の
：如
き
制
限
於
此
欺
合
に
做
加
せ
ら
れ
：や
ぅ
0

:
" 

0

ー0
旣
_

保
歐
社
侦
發
行
に
屬
ず
る
新
財
身
は
此
抵
當(

即
ち
質
手
：の
制
限
平
等
櫞
保
>
に
從
ふ
逍
加
社
愤
の
發
行
に
依
つ
て
取 

-

得
せ
ら
る
べ
し
、
徂
し
新
取
得
財
產
上
の
か
、
る
旣
杯
舊
社
侦
.は
此
新
財
產
を
取
得
す
べ
く
發
行
せ
ら
れ
た
る
社
侦
に
對
.す
る
保
障 

と
し
て
偎
遠
又
は
^

換
及
び
&

託
せ
ら
る
、
部
を
要
す
る

(

|

泠
げ
6』

&

ョ
み
0

”

1

目̂
&

^

§

^

菩
^

一

右

の

(

^

に
指
元
し
た
る
制
限
は
ハ
ィ
い
に
槪
說
せ
る
も
の
に
比
し
ー
展
滿
足
な
る
も
の
で
あ
る
。」

、？©〕

|

 

前
述
の
如
く
ゝ
平
等
櫞
保
に
於
て
爾
後
取
得
財
產
襲
の
存
す
る
事
を
濟
通
と
す
る
の
で
扣
る
か
キ
右
⑵
用
の
如
き
例
が
多
い
事 

\

.: 

と
考
：へ
ら
る
、
。
倚
鐡
道
業
に
於
て
は
建
設
呢
數
に
應
じ
て
平
等
檐
保
に
ょ
る
將
來
の
社
债
發
行
を
許
す
翦
も
あ
る
。
?

〕

斯
く
社
偾 

K
.

 

收
入
金
^

^

^
乱

ニ

け

皆

ぎ

艮

-

に
ょ
づ
て
取
得
す
る
財
產
の
摄
の
佝
割
に
限
り
へ
其
發
行
を
擎
は
豫
期
の
收
益
が
實
現
せ 

| 

も
れ
ざ
る
時
の
用
意
と
兄
る
：も
の
.
が
あ
る
0(

8〕
豫
期
の
收
益
と
は
例
へ
ば
、
：五
西
萬
艰
の
六
分
利
附
社
溃
發
行
に
ょ
つ
て
得
た
る
^
>

益
一
割
と
す

れ

ば

、
.典
發
行
可
能
の
社
偾
留
保
額
は
K

M

萬
卯
で
あ

る

、

其
發
行
實
現
の
結
艰
依
然
と
し
て
一
割
'の
利
益
を
保
持
す
る 

\ 

と
す
れ
ば
、
同
率
の
ニ
西
八
十
萬
弗
の
社
偾
留
保
が
出
來
る
^

匕

即

ち

か

ん

る

收

益

を

謂

ふ

め

で

あ

る

。

次
に
後
者
の
條
件
と
し
て

則
ち
爾
後
取
得
財
產
約
款
の
存
在
を
必
ず
し
も
前
提
せ
ざ
る
も
の
の
條
件
と

し

て

擧

げ

ら

る
V
も

の

を

ニ 

三
.論
ず
る
0.
.

.

.

.

:

各
年
度
^

に
發
行
す
る
社
偾
額
.を
制
限
す
る
康
が
あ
.る
。
そ
.
の
理
FI
I

と

.
す
る
所
は
原
發
行
額
に
比
し
比
較
的
大
な
る
額

の

發

行

が

數
 

| 

年
杓
に
實
行
せ
ら
る
、
時
は
其
社
债
の
保
障
に
關
し
て
投
资
#

の
信
賴
を
趿
む
る
を
以
つ
.
て
\:
'

あ
る
0(

]0

'

〕

又
發
行
會
社
の
收
益
が
新 

規
/1
1
]
*侦
の
利
子
を
包
含
し
た
る
利
子
费
;1
1

又
は
固
记
费
を
或
程
度
に
超
過
す
る
祺
を
條
件
と
し
た
も
の
も
あ
る
0
{
:11)

流
動
资
產
の
常

■t 

.

.

•へ

：

‘

ノ
 

.

. 

V 

. 

. 

.

.

. 

.

. 

• 

. 

- 

■

; 

に
流
動
負
侦
に
對
し
て
ー
宛
の
比
率
を
保
つ
べ
き
祺
を
規
宠
せ
る
も
あ
る
0-
-
12
:〕

或
は
齊
通
株
に
き
し
て
旣
夼
敗
侦
が
ー
定
の
比
率
を 

保
持
せ
ば
、
其
發
行
限
度
を
設
け
ぬ
事
も
あ
る
が
、
赞
通
株
を
增
す
鄯
は
容
易
な
事
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
規
宛
に
實
際
の
茁
要
性
は
祥 

し
な
い
O

CJ3)

.

.

j 

爾
後
取
得
財
產
約
款
の
平
等
檐
保
に
於
け
る
齊

及
の
琪
賢
ょ
り
見
て
.
又
マ
ッ
キ
ン
ジ

ー
等
の
所

說

の

如

き

例

の

一

般

的

な

る

を

思

ふ

時
、
平
等
檐
保
跗
社
偾
に
課
せ
ら
る
、
制
限
の
相
當
嚴
格
な
る
べ
き
事
實
を
推
察
せ
ざ
る
を
，得
ぬ
0

斯
か
る
嚴
m

な
る
制
限
は
反
つ
¥

て
發
行
會
社
の
金
融
方
法
を
惡
化
せ
し
む
る
場
合
が
坐
ず
る
。
蓋
し
、
財
產
の
評
價
を
過
大
に
な
し
、
虛
僞
の
收
益
を
計
上
す
る
等
の 

欺
瞞
的
行
爲
を
猓
ら
し
む
る
處
が
あ
.
る
か
ら
で
あ
る
、Q

)

(

1 
v

.SJ
o
n
t
g
o
m
e
r
y
, 

i
b
i
d
.
,
.
p
.
.
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ク
-f:
o

op4
.
^
o
m
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M
c
'
K
i
n
s
c
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a
n
d
'
.
M
e
e

o'h
’
c
o
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o
l
l
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n
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o
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n
e
s
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2〕
w
e
w
i
n
g
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i
b
i
d
,

 

p
.

 

g
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,

. 

(

4〕
H

揚
抵
當
法
及
び
鑛
業
牴
當
法
の
規
定
に
依
る
さ
、
抵
當
權
は
其
設
定
後
に
行
は
れ
た
.工
場
財
圆
に
屬
す
る
土
地
の
附
加
物
及
備
付
物
又 

:

は
述
物
の
.附
加
物
及
備
付
物
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る——

栗
栖
赳
失
、
工
場
抵
當
法

S
.學
全
集
第
五
卷〕

！ニ
五
ニ
頁
、
エ

堪

抵

常

法

第

十

，

- 

一
 

六
條
第一

項
及
第
ニ
倐

*
鑛
業
抵
常
法

S

!條
參
照——

か
ら
、
そ
の
限
リ
に
於
て
法
俥
上
爾
後
恥
得
財
產
約
款

w
fn
]
じ
效
來
を
有
す
る

次
第
で
あ
る
。
忸
し
本
約
款
の
效
來
は
'
抵
當
證
虜
逬
ぐ
は
信
託
證
書
に
其
旨
列
擧
さ
れ
：た
財
產
に
一
及
ぶ
も
の
で
あ
る
か
6

、
我1

の
如
き 

” 

.原
樹
保
物
の
附
屬
物
の
み
に
止
ら
ず
、
獨
立
せ
る
.
財
產
に
及
'
ぶ
.を
常
>1-
:

し
、極
端
な
る
4

^

2に
は
所
有
有
價
證
券
に
も
及
ぶ
も
の
も
«>

る̂

I 

概
し
て
'我
_
の

法

餅

規

定

ょ

り

：厳
で
’あ
9

*
玆
に
平
等
擔
保
ミ
合
し
て
の
姿
常
性
が
莽
す
る
？
興
規
定
：は
寬
大
で
あ
る

^
し
て
も
我
_

の

平
等
_
保
は
常
然
本
約
款
を
包
含
す

.る
も
の

^
同
じ
.效
來

5:
存
す
.る
も
の

.を
艽
へ
¥

允
0
不
動
乾
牴
常
及
び
船
舶
指
赏

 ̂

- 

|
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社
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乎

缘

擔

保

.
に
藤
て

 

1
:

四

四

2

:

ニ
六
四〕

.

.取
が
一K

.

へ
や
ぅ
ミ
想
ふ
.(

玫
法
笫
兰
西
七
十
'條
及
.商
法
第
->*
>

许
八
十
六
倐
辦
1
1項〕

0

鐵
道
，
，軌
遒
 ̂

呼 

■等
.

保
が
認
め
ら
5
 

V
.や
疑
叫
.で
あ
る
が
、
：之
等
に
於
.て
，も
本
約
款
の
如
き
^

^

が
规
定
せ
：ら
れ
T

r?
f

る
ベ
^
道
抵
常
法
紙
十
一
修
讲
一 

:

项
及
細.

1
1

顼
、
軌
道
ノ
牴
常
=
關
ス
ル
件
眾
一
條
*

遝
河
法
饱
十」

ニ
條5、

而
も
鐵
逍
及
び
軌
逆
|-
2.
鐵
通
抵
.
祜
法
.
に
依
6

ざ
れ
ば
其
财
產
を 

擔
保
ミ
な
す
-.
^

得
な
い
：

(

地
方
鐵
逍
法
第
八
倐
、軌
遗
S

S

I

.六
條)

故
に
之
等
.
に
*平
等
擔
保
を
認
む
る
が
颇
る
：妥
常
で
あ
.
t

へ
る
o 

?

)

而
る
に
ド
ウ
ィ
ン
グ
の
分
類
.に
從
へ
ば
、
此
#

の
制
限
規
觉
に
は
通
常
社
衝
元
金
を
保
障
す
る
财
產
に
關
す
る
も
の
く
社
倩
利
子
に
充
て
. 

ら
2.
'
v收
入
.に
關
す
る
も
.

Q

 

$

が
あ
る
。
前
於
は
肽
產
.
の
魂
布
股
價
は
元
.命
；保
障
の
获
礎
た
、リ
ミ
の
理
論
に
站
き
社
资
植
者
を
保
誰
せ
る 

< 

も
の
で
あ
る
。
後
^

は
收
利
力
は
利
子
保
障
の
弗
礎
'た 
9

w
CD
i

H

llc
^

<
i'
Q

*-
c

*

^2>
o
—

J
;
}
e
w
I
n
g
:
,
i
b

p:
.
,
p
.
.
s
s
.

C
3 

o
a
a 

^

E

.

(

.
7〕

 

M
c
K
i
n
s
e
y
,

 ..ibid.,

ノ
 v

o
l
.
T
,

 

.
p
,

 147
.

(

0
0
0、寄
^

1.
び
0;
.
, 6

t
h
.

 e
d
.
,

 

v
o
l
.

 

I
'
p
p
.
.

 12
.2-1 S3

--.
a
n
d

 2
n
d
.

 

a
npi
'

w

r

d

-
e
d

♦へ p*

 

60
. 

一'
.
. 

•

.

.

(

9.
V M

e
a
d
,

 

i
b
k
l
,

 6
t
V
e
d
.
,

 

V.OI- 

I,, 

p
.

 

122
.

(

Jo〕
M
e
a
d
,

 

ibid., 

6
P*e

d
)

 

VO-
I. I, 

p
p
.

 

1.21-122. 

1
2
5
-

 
a
n
d

 

2
n
d

 

3
r
d

 

ed., 

p
p. 

6
S、

7
1
*

(

11)

寄
^

i
b
i
d
.
,
. 6
t
h

 

e
d
.
,

 

v
o
l
.

 

I,, 

p
p
.

 

.123
,. 

M
.2
-̂a

n
d

 3
r
d
.
e
d
.
,

 

p
p
.

 

69
-7
.0
. 

71
.

(

12〕
s
e
a
d
,

 

i
b
i
d
.
,

 6

 t
h

 

c
d
.
,

 

y
o
l
.

 

I
,

 

p
p
.

 

124
, 

125
, 2
n
d

 

a
n
d

 3
r
d

 

e

c

r

pp.' 

7
0, 71

”

 

a
n
d

 

L
i
n
c
o
l
n
,

 

I
v
:
d
.
,

 

p
.

 

I
I

/1 

(

13
0
 

D
l
g
,
‘l
.
,
p
.
s
7
.

 

'

(

14) 

D
e
w
B-
g
,
 ibid., pp. 

9
2.

9
3.

新
發
行
の
社
僙
に
對
；七
て
設
け
ら
る

X
要
件

の
充
足
を
受
託
者
が
證
明
す
る
場
合
に
於
て
、
其
の
財
靡
の
評 

韻

#
|£
典
の
他
に
就
て
の
監
资
が
必
ず
し
も
受
澈
禮

.1
C
依
つ
て
愤
姐
忙
行
以
る
、
も
の
で
ね
な

'v
o

^-Tbgerqulst, 

f
bo:
..
, p. 

I
I.W
.

，
六

:

..:

■
我
國
に
於
て
平
等
膽
保
^

!

^
便
ま
の
方
面
を
强
調
せ
ら
れ
て
、
.之

に

伴

ふ

種

タ

の

問

題

は

閑

却

せ

：ら
れ
て
：焐

る

や

ぅ

に

考

へ
ら
る 

、

平
_等
艚
做
は
之
を
利
益
と
す
る
は
；肆
ら
琪
業
會
社
で
あ
つ
て
、
へ
投
資
衮
に
；と
つ
て
は
寧
ろ
^

0|
檢
保
を
利
益
と
ず
.る
0

^
制
度
に 

伴
ふ
鄭
寄
も
南
者
に
對
し
决
.々
#

す
，る
も
の
で
あ
る
。
何
れ
を
以
っ
て
合
理
的
と
な
す
か
は
或
場
合
に
は
吊
等
擀
保
を
他
の
場
合
に
は 

閉
頷
櫞
保
.を
推
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
o

米
國
並
に
我
.國

：
に
：
於

け

：る

傾

向

：を

察

す

る

H
、

前
#

に
，
於

て

ば

旣

に

.
斯

制

度

の

金

盛

を

澈

ら

さ

ん
と 

し
て
居
る
、
後
客
に
於
て
は 

一
ニ
の
外
愦
を
除
き
未
だ
實
行
3

れ
て
厨
ら
ぬ
が
、
：旣
に
そ
の
氣
遝
.
は
旣
に
萠
ざ
し
て
屈
る
、
而
し
乍
ら 

制
度
忐
障
齊
に
依
り
其
盛
行
を
期
待
し
_

い
°

;
 

I 

:
 

':
:

:

我
國
の
現
行
法
規
上
0

制
約
は
蓝
ネ
に
米
國
に
於
け
る
實
績
ょ
り
見
て
期
待
し
_

き
の
み
で
.な
^

時
I

っ

て

は

蕭

、
改
造
に
要
す
る
资
金Q

奮

多

I

、
屢

§

8

金
I

要
達
し
尠
き
も
の
'
で
あ
ら
t

1

設
櫞
保 

ぞ
介
ネ
.の
-̂

落
^

^

^

せ
る
^

^

教
.

に
あ
る
鲁
業
#

社
を
し
■
て
平
等
檢
保
^

|

^

«

_に.
伏
す
る
.
.餘
地
.を
無
か
ら
し
め
.て
^

や
ぅ
0

來
國 

公
益
業
社
愦
の
太
部
分
は
平
等
擀
保
に
依
っ
て
席
る
が
、
其
の
理
出
は
ー
に
米
固
都
市
の
發
展
に
伴
ふ
鄯
業
の
獷
脹
な
る
靡
實
に
摅
る 

名
の
で
あ
る
0(

1

V

斯
か
る
^

業
不
振
の
時
期
に
於
て
輕
卒
に
平
等
»

保

製

を

採

川

す

、
な

ら

ば

、
：ー
反
つ
て
撳
保
附
社
§

を
墜
落
せ 

し
む
る
に
到
ら
ん
都
を
製
ふ
る
，も
0

.
で
あ
る
0 

(

1〕

寄
具 

i
b
i
d
.
,

 

6
t
h

 

e
d
.
,

 

v
o
l
.

 

I., 

p
.

 127
.

.

本
稿
に
與
へ
ら
れ
た
恩
師
免
原
賢
之
肋
敎
授
の
御
指
導
に
對
し
.深
く
感
謝
の
意
を
表
し
.ま
す
。

'.
■
.

IH
1

• 

.社；債
の
？

潔

s

.
て 

ノ
ノ 
" 

.J

.

'

.

.

•

 

r

四五
.：

0
^

.

だ


